
令和7年度「冬のあおたびキャンペーン」について

県と青森県旅館ホテル生活衛生同業組合（以下、「県旅館ホテル組合」）では、冬季にお
ける県民の県内周遊を促進し、観光消費拡大を図るため、県民を対象とする宿泊キャン
ペーンとして「冬のあおたびキャンペーン」を実施します。

実施期間 令和7年12月1日（月）～令和8年3月31日（火）
※令和8年3月31日チェックイン分までを対象とします。

予約受付開始
令和7年11月19日（水）午前10時
※予約開始日前の予約（既存予約）は対象外とします。

利用対象
青森県内居住者
※グループでの宿泊の場合、1名でも県内居住者の方がいれば、グループの方全員を本

キャンペーンの対象とします。

特典内容

①宿泊施設にて
宿泊料金の割引、または独自サービスの提供

②「冬のあおたびクーポン」取扱店にて
利用料金の割引、または独自サービスの提供

※割引額および提供サービスの内容は、各宿泊施設・クーポン取扱店により異なります。
※割引およびサービス提供の経費は、各宿泊施設・クーポン取扱店の負担となります。

あおたびWチャンス
（利用促進企画）

①クーポン上部（ミミ）を応募券とした抽選プレゼント企画
②利用後アンケート回答者を対象とした抽選プレゼント企画



  令和7年度「冬のあおたびキャンペーン」

   予約受付から特典提供、利用実績報告までの流れ
本キャンペーンの利用手順に沿った宿泊施設およびクーポン取扱店の対応となります。

STEP①
宿泊施設

本キャンペーン対象のプランを販売し、
利用者からの宿泊予約を受け付ける

✓ 割引額および提供サービスの設定内容は各施設
ごとの判断となります

✓ 予約開始日前に受け付けた予約は対象外です
✓ 予約受付方法は施設ごとに異なります

STEP②
宿泊施設

STEP③
宿泊施設

STEP④
宿泊施設

STEP⑤
クーポン取扱店

STEP⑥
宿泊施設

クーポン取扱店

チェックイン時に宿泊者（代表者1名）の
身分証（原本）の提示・居住地確認を行う

✓ 身分書は運転免許証、マイナンバーカード、住所記
載の公共料金の領収書等を対象とします

✓ 宿泊当日に県内居住を確認できなかった場合、キャ
ンペーン対象外となります

✓ グループで宿泊の場合、1名の県内居住が確認されれ
ば全員がキャンペーン対象となります

宿泊料金の割引、
または独自サービスを提供する

✓ 割引額および提供サービスの内容は施設ごとに
設定

チェックイン時に
「冬のあおたびクーポン」と

「クーポン取扱店一覧チラシ」を配布する
✓ 1チェックイン時に、1人につきクーポン1冊と

チラシ1部を配布します
✓ クーポン配布の際、有効期限欄にチェックイン

日から7日後の日付を記入します

利用者からクーポンを受け取り、
利用料金の割引、

または独自サービスを提供する
✓ 割引額および提供サービスの内容、一度に使え

るクーポン枚数、クーポンを渡すタイミングは
店ごとの判断・設定となります

販売状況、または利用実績を
集計期間ごとに報告する

✓ 宿泊施設、クーポン取扱店によって、報告方法
が異なります（別紙参照）



  令和7年度「冬のあおたびキャンペーン」

   販売状況、またはクーポン利用実績の報告について
宿泊施設は、本キャンペーンの販売状況（利用人泊数）を
クーポン取扱店については、クーポン利用実績を、定期的にご報告していただきます

集計期間 報告期限

1回目 令和7年12月1日（月）～12月31日（水） 令和8年1月10日（土）

2回目 令和8年1月1日（木）～1月31日（土） 令和8年2月10日（火）

3回目 令和8年2月1日（日）～3月10日（火） 令和8年3月20日（金）

4回目 令和8年3月11日（水）～4月7日（火） 令和8年4月17日（金）

報告方法

宿泊施設 クーポン取扱店

下記のいずれかの方法で報告していただきます。

①WEBフォームから報告

②販売状況確認票を
メールまたはFAXして報告

※フォームの二次元コードと「販売状況確認票」は、
参加申込をされた施設にお知らせします。

利用者から受け取ったクーポンを集計期
間ごとにまとめて「報告用封筒」に入れ
て事務局まで郵送してただきます

※事務局から事前に集計期間ごとの「報告用封筒」を郵送します。
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